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【公開日】令和1年7月18日(2019.7.18)
【年通号数】公開・登録公報2019-028
【出願番号】特願2017-252519(P2017-252519)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  50/22     (2018.01)
   Ａ６１Ｂ   5/022    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｑ   50/22     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月9日(2020.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザのそれぞれの生理的指標に関する測定データである生理的指標データと、
前記複数のユーザのそれぞれの位置に関する測定データである位置データと、を含むユー
ザデータを取得する取得部と、
　前記生理的指標データに基づいて、所定の条件を満たす前記生理的指標の変動が発生し
た時間を特定する時間特定部と、
　前記位置データに基づいて、前記特定された時間に前記所定の条件を満たす前記生理的
指標の変動が発生したユーザが存在した位置を特定する位置特定部と、
　前記特定された時間に基づいて、前記生理的指標の変動の発生に関する注意喚起を行な
うための時間範囲を決定する時間範囲決定部と、
　前記特定された位置を含む局所領域を、ユーザ端末が前記時間範囲内の時刻に前記局所
領域内にあることが検出されたときに前記注意喚起のための通知を前記ユーザ端末におい
て出力するための注目領域として決定する注目領域決定部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記ユーザデータは、前記複数のユーザのそれぞれの属性を表す属性情報をさらに含み
、
　前記注目領域決定部は、前記注目領域を、前記属性に基づいた属性グループに関連付け
る、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記ユーザデータは、前記複数のユーザを識別するための識別情報をさらに含み、
　前記注目領域決定部は、前記注目領域を、前記所定の条件を満たす前記生理的指標の変
動が発生した前記ユーザの識別情報に関連付ける、請求項１又は２に記載の情報処理装置
。
【請求項４】
　前記注目領域を表す注目領域情報を複数のユーザ端末に送信する送信部をさらに備え、
　前記取得部は、前記複数のユーザ端末から前記複数のユーザに関する前記ユーザデータ
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を取得する、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記生理的指標は、血圧値であり、前記条件は、前記血圧値が所定期間内に所定値以上
上昇するという条件を含み、前記時間特定部は、当該条件を満たす血圧値の変動が発生し
た時間を特定する、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　情報処理装置と、前記情報処理装置と通信可能なユーザ端末と、を備える注意喚起シス
テムであって、
　前記情報処理装置は、
　　複数のユーザのそれぞれの生理的指標に関する測定データである生理的指標データと
、前記複数のユーザのそれぞれの位置に関する測定データである位置データと、を含むユ
ーザデータを取得する取得部と、
　　前記生理的指標データに基づいて、所定の条件を満たす前記生理的指標の変動が発生
した時間を特定する時間特定部と、
　　前記位置データに基づいて、前記特定された時間に前記所定の条件を満たす前記生理
的指標の変動が発生したユーザが存在した位置を特定する位置特定部と、
　　前記特定された時間に基づいて、前記生理的指標の変動の発生に関する注意喚起を行
なうための時間範囲を決定する時間範囲決定部と、
　　前記特定された位置を含む局所領域を、前記注意喚起を行なうための注目領域として
決定する注目領域決定部と、
　　前記注目領域を表す注目領域情報を前記ユーザ端末に送信する送信部と、
　を備え、
　前記ユーザ端末は、
　　前記情報処理装置から前記注目領域情報を受信する受信部と、
　　前記ユーザ端末の位置を検出する検出部と、
　　前記検出された位置が前記受信された注目領域情報によって表される前記注目領域内
にあるか否かを判定する判定部と、
　　前記検出された位置が前記時間範囲内の時刻に前記注目領域内にあると判定されたこ
とに応答して、前記注意喚起のための通知を前記ユーザ端末において出力する通知部と、
　を備える、注意喚起システム。
【請求項７】
　コンピュータによって実行される情報処理方法であって、
　複数のユーザのそれぞれの生理的指標に関する測定データである生理的指標データと、
前記複数のユーザのそれぞれの位置に関する測定データである位置データと、を含むユー
ザデータを取得する過程と、
　前記生理的指標データに基づいて、所定の条件を満たす前記生理的指標の変動が発生し
た時間を特定する過程と、
　前記位置データに基づいて、前記特定された時間に前記所定の条件を満たす前記生理的
指標の変動が発生したユーザが存在した位置を特定する過程と、
　前記特定された時間に基づいて、前記生理的指標の変動の発生に関する注意喚起を行な
うための時間範囲を決定する過程と、
　前記特定された位置を含む局所領域を、ユーザ端末が前記時間範囲内の時刻に前記局所
領域内にあることが検出されたときに前記注意喚起のための通知を前記ユーザ端末におい
て出力するための注目領域として決定する過程と、
　を備える情報処理方法。
【請求項８】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置が備える各部としてコンピュータ
を機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記態様に係る情報処理装置は、前記特定された時間に基づいて、前記注意喚起を行な
うための時間範囲を決定する時間範囲決定部をさらに備えてもよく、前記注目領域決定部
は、前記注目領域を、前記決定された時間範囲に関連付ける。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　（ハードウェア構成）
　＜情報処理装置＞
　図３を参照して、本実施形態に係る情報処理装置３０のハードウェア構成の一例につい
て説明する。図３は、情報処理装置３０のハードウェア構成の一例を例示する。図３の例
では、情報処理装置３０は、制御部３０１、記憶部３０２、ドライブ３０３、通信インタ
フェース３０４、及び外部インタフェース３０５を備える。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　＜携帯端末＞
　図４を参照して、本実施形態に係る携帯端末４０のハードウェア構成の一例について説
明する。図４は、携帯端末４０のハードウェア構成の一例を例示する。図４の例では、携
帯端末４０は、制御部４０１、記憶部４０２、入力装置４０３、出力装置４０４、通信イ
ンタフェース４０５、外部インタフェース４０６、ＧＰＳ受信機４０７、及び電池４０８
を備える。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　通信インタフェース４０５は、外部装置と通信を行うためのインタフェースである。通
信インタフェース４０５は、例えば、無線ＬＡＮモジュール及び近距離無線通信モジュー
ルを含む。無線ＬＡＮモジュールは、例えば、ネットワークＮＷを介して情報処理装置３
０と通信を行うために使用される。近距離無線通信モジュールは、血圧計５０と直接に通
信するために使用される。近距離無線通信モジュールは、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）モジュールである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　ステップＳ１０５において、制御部３０１は、時間範囲決定部３５５として動作し、ス
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テップＳ１０２において特定された時間に基づいて、注意喚起のための通知を行なうため
の時間範囲を決定する。ステップＳ１０４において決定された注目領域は、ステップＳ１
０５において決定された時間範囲に関連付けられる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
　例えば、各ユーザ端末ＵＴは、対象ユーザに関するユーザデータに基づいて注目領域情
報を生成し、情報処理装置３０から他のユーザに関するユーザデータに基づいて生成され
た注目領域情報を受信してもよい。具体的には、ユーザ端末ＵＴ－１の携帯端末４０は、
血圧計５０から受信したユーザデータに基づいて注目領域情報を生成し、さらに、情報処
理装置３０から、ユーザ端末ＵＴ－２、ＵＴ－３のユーザに関するユーザデータに基づい
て生成された注目領域情報を受信してもよい。
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